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申入れ、要請及び再お問い合わせ 

 

当団体の「お問い合わせ」に対し、貴社より平成２７年１１月２７日付で回

答をいただきました。 

上記回答に基づき検討いたしましたところ、消費者利益の保護の観点から見

て、いくつかの問題点や疑問点があります。 

そこで当団体は、貴社に対して、下記のとおり【申入れ】、【要請】及び【再

お問い合わせ】をさせていただきます。 

なお、【申入れ】は消費者契約法第１２条に規定される適格消費者団体として

の差止請求権に基づくものであり、【要請】は、消費者契約法第１２条に基づく

ものではなく、消費者団体としての任意の要請です。 

貴社におかれましては、お忙しいところ、恐縮ですが、２０１６年３月３日ま

でに、文書でご回答いただきますようお願い申し上げます。 

なお、既に貴社にご連絡いたしておりますとおり、本「申入れ、要請及び再お

問い合わせ」は、公開の方式で行わせていただきます。 

したがって、本「申入れ、要請及び再お問い合わせ」の内容、及びそれに対す

る貴社のご回答の有無とその内容等、本「申入れ、要請及び再お問い合わせ」

以降のすべての経緯・内容、並びに当団体の「お問い合わせ」の内容を当団体

ホームページ等で公表いたしますので、その旨ご承知おきください。 

 

記 

 

【申入れ】 

 



【会員規約】第２２条（サービスの中止・中断） 

当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの一部又は全部の運営を中止・中断で

きるものとします。また、かかる中止・中断により、会員に不利益又は損害が発生した

としても、当社はその責任を負わないものとします。 

（4） その他、当社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。 

【会員規約】第２３条（当社の責任及び免責） 

２. 通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの

消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他当社のサービスに関して会員

に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 

【トクー！ポン利用規約】第４条（購入申込の取消の禁止） 

  本サービスにおいては、会員からの一方的な購入申込の取消若しくは変更又は売買

契約の解除は、事由の如何を問わず認められません。従って、一度当社に支払われたク

ーポンの購入代金は、事由の如何を問わず一切返金しないものとします。 

１ 申入れの趣旨 

 

  貴社会員規約第２２条、２３条、及びトクー！ポン利用規約第１５条の削

除を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 申入れの理由 

  上記各条項は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する

責任の全部を免除する契約を無効とした、消費者契約法第８条 1項１号に該当

します。 

  なお、貴社の責めによらない場合についての免責を定めた趣旨で、上記各

規定を設けたのであれば、これを明確にする必要があり、例えば「ただし、当

社に故意又は過失がある場合を除く」といった記載が必要です。 

 

 

 

【要 請】 

 

１ 要請の趣旨 

（１）会員規約第１１条第４項に規定される「お試し期間サービス」につい

て、「お試し期間３０日間は解約できないこと」、「期間満了後７日間のみ解

約できること」を明確に表記されるよう求めます。 



 

２ 要請の理由 

貴社の回答によりますと、貴社が提供する「お試し期間サービス」は、「一

定の条件をみたす方に限り用意したサービス」であり、一般消費者が想定する

「お試し期間サービス」とは異なるとのことですが、貴社のＷＥＢの表記では、

その違いが不明瞭です。 

一般消費者が想定するお試し期間サービスとは、期間中いつでも継続の有無

について判断して解約できるものであり、期間経過後７日間のみに解約期間が

制限されているとは想定し難いものです。その意味で上記「お試し期間サービ

ス」は、消費者の誤解が生じやすい内容となっています。 

加えて、貴社のＷＥＢ（https://www.tocoo.jp/mem/input）では、「３０日

間無料」「無料退会ＯＫ」の文言が目立ち、一般消費者に誤解を与えやすい表

記となっています。 

 

 

https://www.tocoo.jp/mem/input


当団体としては、利用者がお試し期間中自由に解約できることが望ましいと

考えますが、貴社が本契約について情報提供義務を果たしたといえるためには、

少なくとも「お試し期間３０日間は解約できないこと」、「期間満了後７日間の

み解約できること」という、消費者にとって不利益な事情について明確に表記

して消費者の誤認を招かないようにする必要があります。 

 

 

【再お問い合わせ】 

 

トクー！ポン利用規約第４条「購入申込の取消の禁止」について、当団体と

しては、「会員からの一方的な理由に基づく購入申込の取消若しくは変更又は売

買契約の解除」について想定されるケースとは、会員の解約申し出事由に合理

的な理由がないケースに限定されるものと考えております。 

例えば、会員がパソコン操作を誤る等して二重に同じ契約をしてしまった場

合、一方の契約解除を申し出ることは合理的な理由が存在するものであり、利

用規約第４条には該当せず、購入代金が返金されるものと考えておりますが、

貴社の上記規定の解釈についての見解もこのとおりでよろしいでしょうか。上

記のケースに対する貴社の現状の運用と併せて貴社の御意見をお聴かせくださ

い。 

 

以上 

 

 


